
土
地
所
有
者

有償譲渡の届出
（４条）

買取り希望の申出
（５条）

川
越
市
長

買取り協議主体
（川越市等）

の決定
届出・申出から
３週間以内に通知

買取り希望がない旨
を直ちに通知

届出・申出から
３週間以内に通知

〇買取り協議主体（川越市等）の決定後
・３週間が経過する
または
・協議が成立しないことが明らかになるまで、
譲渡不可（譲渡制限期間）

土地所有者と
協議主体（川越市等）

の間で
売買契約締結※２

第三者に
譲渡可能

川越市等※１の
買取りの希望

協
議
主
体
（
川
越
市
等）

協議

土
地
所
有
者

協議不成立

協議成立

有

無

※１ 川越市を含めた地方公共団体、土地開発公社が該当します。
※２ 都市施設に関する事業、収用適格事業、政令で定める事業、これらの事業に係る代替地等


